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Ⅰ．都市計画マスタープランの目的・位置づけ 

１．都市計画マスタープラン策定の目的                 

都市計画マスタープランとは、まちづくりの目標や将来像を明らかにし、その取り組みを進め

る際の基本的な方針を示すもので、土地利用や都市施設といった個別の都市計画の指針となる、

最も基本的な計画であります。 

京丹後市都市計画マスタープラン（以下「本マスタープラン」という。）は、都市計画区域内に

おける将来のまちの姿と、その実現のための具体的な整備方策を明らかにするとともに、都市計

画区域外への波及効果も想定しながら、市全体の活性化につなげていくことを目的としています。 

 

 

２．都市計画マスタープランの位置づけと枠組み             

（１）上位・関連計画との関係  

本マスタープランは、平成 27 年 3 月に策定した第２次京丹後市総合計画（以下「総合計画」

という。）に基づき、土地利用や都市基盤に関する方策を明らかにするものです。 

一方、本マスタープランは、都市計画法に基づく「都市計画マスタープラン（市町村の都市計

画に関する基本的な方針）」として位置づけられるものであり、京都府が定める「都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針」などの上位計画に即するとともに、各種関連計画との整合を図る必

要があります。 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

京丹後市都市計画 

マ ス タ ー プ ラ ン 
《都市計画法 第 18条の 2》 

第２次京丹後市総合計画 

基本構想・基本計画 

（Ｈ27.3） 

 

京丹後都市計画 

 都市計画区域の整備、開発及 

び保全の方針（Ｈ27.3） 

《都市計画法 第 6条の 2》 

市の各分野の計画 

・教育、人権分野 

・福祉、保健分野 

・環境分野 

・産業分野 

・防災分野 

・住宅分野 等 
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（２）基本的な考え方  

まちづくりの基本方針は以下のフローにより考えるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）構成  

本マスタープランは、次の要素で構成します。 
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関連計画 
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ごと創生総合戦

略 

 

軸の形成 

 

交通機能の整備充実 

将来都市構造 

のあり方 

ゾーンの形成 

 

都市空間の整備充実 

拠点の形成 

 

都市拠点の整備充実 

 

視点１ 

 

しごとの基盤づくり 

視点２ 

 

交流の基盤づくり 

視点３ 

 

くらしの基盤づくり 

視点４ 

 

安全安心の基盤づくり 

まちづくりの視点 

 

まちづくり 

の課題 

 
軸の形成に 

向けた課題 

 

ゾーンの形 

成に向けた 
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拠点の形成 
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まちづくりの 
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広域幹線道路や
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広域連携・交流

の拠点を整備す

るとともに、市

民生活を支える

地域振興機能を

充実させる 

拠点 

Ⅰ 計画の基本的な目的と組み立てを述べます。 

Ⅱ 社会の状況と市の概況 

Ⅲ 都市計画マスタープランの目標 

Ⅳ まちづくりの基本方針 

都市計画区域を対象に、将来のまちの姿『将

来都市像』を示すとともに、都市計画による

まちづくりの基本的な考え方を示します。 

Ⅴ 地域別都市整備方針 

峰山、網野、大宮の３つの地域ごとに、土地

利用や都市施設整備などのまちづくりの方

針を明らかにします。 

Ⅵ 計画実現に向けた方策 
計画実現のための都市計画制度と関連制度

の役割分担や、市と市民などの協働によるま

ちづくりの展開方法について整理します。 
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（４）区域  

本マスタープランは、平成 27 年 3 月 31 日に指定された「京丹後都市計画区域」を対象区域

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）目標年次  

おおむね２０年先を見通しながら、本マスタープランの目標年次を、「第２次京丹後市総合計画」

の目標年次と同じ平成３６年度とします。また、おおむね５年後を目途に必要に応じて見直しを

行います。 

京丹後市全域：501.46km2 

都市計画区域：062.98km2 

（市域面積の 12.5％） 

京丹後市全域 都市計画区域 

 

凡   例 

 京丹後都市計画区域 

旧町境 

字境 

久美浜町 

網野町 

丹後町 

弥栄町 

峰山町 

大宮町 

日本海 日本海 

網野町 

峰山町 

大宮町 


